
 

様式第十二号(第十九条関係)                                 （Ａ ４） 

               届    出    書 
 

宅地建物取引業法第 50 条第 2項の規定により、下記の場所について、下記の事項を届け出ます。 

 

                                   平成２２年 ６月１０日 
 

   中部地方整備局長 
              様 

  三 重 県 知 事    

 

                     商号又は名称 株式会社愛知県不動産 
                            国土交通大臣 

                     免許証番号        （ ５ ）第 １３５７９号 
                                知事 

                    代表者氏名 代表取締役 愛知 太郎  印 

 

名  称 吉田山ヒルズ 現地案内所 
１

所

在

地 

 届出の対象となる案内所、 

展 示 会 等 の 場 所 
所 在 地 

三重県津市広明町１３番地          
     電話番号 ０５９－２２４－２７０８ 

業  務  の  種  別  
 

（１）売買  （２）交換   （３）代理   （４）媒介 

業  務  の  態  様  
 

（１）契約の締結       （２）契約の申込みの受理 

売主である宅地建物取引 

業者の商号又は名称 

 

（商号又は名称） 国土交通大臣 

株式会社東海地域不動産（５）第 １３９５７ 号 
知事 

名    称 吉田山ヒルズ 現地案内所 

所  在  地 三重県津市広明町１３番地  

宅    地     区画  敷地面積の合計         ㎡ 

戸 建 住 宅   １００戸  延べ面積の合計   ２０，０００㎡ 

 

２ 
 

業 
 

務 
 

の 
 

内 
 

容 
取り扱う 

 

宅地建物 

 

の内容等 

物 

件 

の 

種 

類 

等 

区分所有建物      戸  延べ面積の合計         ㎡ 

3 業 務 を 行 う 期 間 平成２２年 ６月２５日 から 平成２３年 １月３１日まで 

氏         名 登   録   番   号 
４ 専任の取引主任者 

  に関する事項 
 
三重 一郎 三重県第１２３４号 

 

者代 
印表 

この記載例は、届出業者が別の売主である業者の戸建住宅の販売を案内所を設けて媒介等の業務を
行う場合のもの 

業
種
の
種
別
が
代
理
又
は
媒
介
で
あ
る

場
合
の
売
主
業
者
に
つ
い
て
記
入 

「届出書」の提出後に、専任の取引主任者が変更となる場合は、 
遅滞なく変更後の「届出書」を提出すること。 


